
事業名 事業内容

通常保育 保護者が日中就労等のために保育できない
児童を保育する。

４７０人 ４７０人

延長保育 通常保育の前後に時間を延長して保育を行
う。

４ヵ所 ２１人／日 ４ヵ所 ４０人／日

休日保育事業 日曜・祝日に保護者が日中保育できない児
童を保育する。

０ヵ所 １ヵ所

放課後児童健全育成事業
保護者が日中就労等のために家庭にいない
小学生（主に低学年）に対し、授業の終了後
に適切な遊びと生活の場を与える。

６ヵ所 １３２人 ６ヵ所 １８０人

乳幼児健康支援一時預かり事業（病児・病後児保育事業）派遣型
保育士や看護師等が病気回復期にある児童
の家庭を訪問し、保護者に代わって保育を行
う。

０回 １２回／年

乳幼児健康支援一時預かり事業（病児・病後児保育事業）施設型 病気回復期にある児童を保育所・病院等に
おいて保育する。

０ヵ所 ２ヵ所

一時保育事業
保護者の病気等の緊急時や、育児疲れ解消
のために一時的に保育所で児童を保育す
る。

２ヵ所 １.２人／日 ３ヵ所 １５人／日

ショートステイ事業 保護者の緊急時等に、短時間（１時間程度）
児童福祉施設で児童を預かる。

０ヵ所 １ヵ所

地域子育て支援センター事業
指定施設において、地域の子育て支援情報
の収集・提供を行う等子育て支援の拠点とし
て地域支援活動を実施する。

０ヵ所 １ヵ所

つどいの広場事業 公共施設内のスペース等に、子育て家庭が
親子で利用し交流できる場を開設する。

０ヵ所 １ヵ所

※ 平成２０年度にニーズ調査を行い、これを基に平成２１年度に後期計画（計画期間：平成２２年度～平成２６年度）を策定します。

（平成１９年度） 宮若市次世代育成支援行動計画進捗状況等

１９年度実績 ※ ２１年度目標値


